
2014 年 11 月 27 日 

報道各位 
株式会社新生銀行 

株式会社アプラスフィナンシャル 

 

新生アプラスゴールドカード会員限定、二つの優遇プログラムの実施について 
～新生銀行が事務取扱手数料優遇プログラムを、アプラスが特別ポイントプログラムを、それぞれ11月14日から開始～ 

 

株式会社新生銀行（東京都中央区、代表取締役社長 当麻茂樹、以下、「新生銀行」）および株式会社アプラス 

フィナンシャルの子会社である株式会社アプラス（東京本部：東京都新宿区、代表取締役社長 野口郷司、以下、  

「アプラス」）は、アプラスが発行する新生アプラスゴールドカードの会員を対象に、新生銀行が提供する住宅ローンの  

利用とアプラスが提供するクレジットカードの利用を促進する二つの優遇プログラムを2014年11月14日（金）から開始 

いたしました。 

 

これは、新生銀行が同行のパワースマート住宅ローンをご契約になり、かつご融資実行となった新生アプラスゴールド

カード会員に対して提供する、事務取扱手数料を最大で2万円割り引く「パワースマート住宅ローン事務取扱手数料

優遇プログラム」と、アプラスが新生アプラスゴールドカード会員でパワースマート住宅ローンの契約者に対して提供する

「新生アプラスゴールドカード特別ポイントプログラム」です。プログラムの詳細は下記および別添をご参照ください。 

 

新生銀行とアプラスでは、新生銀行グループとしての統一カードである、新生アプラスゴールドカード、新生アプラスカー

ドを2012年4月から導入し、新生銀行では同カードのお申し込みのお取次ぎを、アプラスでは募集を行っています。今般、

新生銀行グループのお客さまを対象にグループ一体となって各優遇プログラムを提供することで、各社のお客さまに対し

て、それぞれのサービスの利用を促進し、グループ全体の顧客基盤を拡大していく ことを目指します。 

 

■【新生銀行提供】パワースマート住宅ローン事務取扱手数料優遇プログラム概要 

対 象 のお客 さま： 以下の二つの条件の両方に該当するお客さま 

1） パワースマート住宅ローンご契約時に、新生アプラスゴールドカードをご提示いただい

たお客さま。（新たに新生アプラスゴールドカードをお申し込みいただく方も含む） 

2） パワースマート住宅ローンをお借入いただいたお客さま。 

特 典 ： 新生アプラスゴールドカード会員で、パワースマート住宅ローンを契約かつお借り入れの 

お客さまのうち、安心パック W（ダブル）をご選択の方は 2 万円（税込）、安心パックをご 

選択の方は 1 万円（税込）、それぞれ事務取扱手数料を割り引きます。 

 

■【アプラス提供】新生アプラスゴールドカード特別ポイントプログラム 

対 象 のお客 さま： 以下のすべての条件に該当するお客さま 

1） 2014 年 11 月 14 日（金）以降に新生銀行のパワースマート住宅ローンを契約し、

利用中のお客さま。 

2） 新生アプラスゴールドカード会員のお客さま。 

3） 新生アプラスゴールドカードの利用代金の引き落とし口座にご本人名義の新生  

総合口座パワーフレックスを指定しているお客さま。 

4） 新生銀行に対して、本プログラムでのポイント付与のため、お客さまが住宅ローンを

ご利用中かどうかの情報をアプラスへ提供することに同意いただいたお客さま。 

特別ポイントについて：  ●本プログラムは、新生アプラスゴールドカードのカードショッピングご利用分に対して  

付与されます。 

●対象期間は、前項の 1)～4)すべての条件が揃った月の翌々月のカードご請求分から、

住宅ローン完済月の翌月のカードご請求分までとなります。 

例）前項の 1)～4)すべての条件が 2014 年 11 月に揃った場合、ポイント付与は、  

2015 年 1 月のカードご請求分から開始となります。 

新生銀行の住宅ローンを 2024 年 7 月に完済した場合、ポイント付与は、2024 年 8 月

のカードご請求分までとなります。 

●特別ポイントは、対象期間月のカードショッピングご利用金額合計の 1,000 円につき
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 1 ポイント（5 円相当）が付与されます。 

●特別ポイントは、カードご請求月の翌月に付与されます。「ご利用明細書」または、

NET station* APLUS のポイント明細「特別」欄にてご確認いただけます。 

●「家族カード」のカードショッピングご利用金額も本プログラムの対象となります。 

●特別ポイントプログラムのポイント付与時点で有効なカードをお持ちでない場合、   

ポイントは付与されません。 

●本プログラムは、当社公式サイトで予告のうえ、終了となる場合がございますので、  

あらかじめご了承ください。 
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（別添1） 

 
新生アプラスゴールドカード会員さま限定 パワースマート住宅ローン 事務取扱手数料優遇プログラムに関してのご注意事項 

●当行のパワースマート住宅ローンを既にご利用中のお客さまにつきましては、当行でお借り換えをすることはできません。 

●安心パックW（ダブル）、安心パックをご利用いただく場合のみ、本プログラムの適用となります。 

●新生ステップアッププログラムにおける住宅ローン事務取扱手数料の優遇と本プログラムは併用いただけません。 

●企業提携先優遇等を受けるお客さまは、本プログラムをご利用いただけません。 

●不動産業者の提携ローンをご利用のお客さまは、本プログラムをご利用いただけません。 

●本プログラムは予告なく中止または変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

パワースマート住宅ローンについてご注意いただくポイント 

●事務取扱手数料は契約ごとに、安心パックＷ（ダブル）は16万2,000円（消費税込み）、安心パックは10万8,000円（消費税込み）、いずれも申し込まない

場合は5万4,000円（消費税込み）です。それ以外に登記費用、印紙代、司法書士報酬等の諸費用がかかります。 

●店頭、新生パワーコール（住宅ローン専用電話0120ｰ456ｰ515 ／ 9 時～19 時／平日・土日・祝日も受け付けております〈年末年始の休業日を除

く〉）、新生銀行ウェブサイトにて商品説明書をご用意しています。 

●新生銀行ウェブサイトまたは新生パワーコールにてお借入金額や期限に応じた毎月の返済額を試算できます。 

●10年間特約つき変動金利タイプ、長期固定金利タイプは金利情勢等により、やむを得ずお取り扱いを中止する場合もございます。 

●ご融資の対象物件となる土地、建物に第一順位の普通抵当権または根抵当権を設定登記させていただきます。 

●お借り入れ時に適用される金利は原則として毎月見直しを行いますが、金利動向によっては月中でも当初お借入金利の見直しを行うことがあります（ただ

し、変動金利（毎日変動型）タイプの金利は原則として毎日見直しを行います）。住宅ローンのご契約にあたっては、お客さまの借入金に適用される具体的

な適用利率を必ずご確認ください。 

●変動金利（半年型）タイプは、当初借入期間以降は、半年毎に当行所定の基準金利が適用されます。 

●変動金利（半年型）、10年間特約つき変動金利（変動金利（毎日変動型））、当初固定金利タイプを利用されている方は、金利変更時に当初固定金

利タイプをご選択いただくことも可能です。ご選択にあたっては、手数料5,400円（消費税込み）がかかります。 

●変動金利（半年型）および当初固定金利タイプは当初借入期間終了後、お客さまからのお申し出がない限り、変動金利（半年型）の当行所定の基準

金利が適用されます。 

●住宅ローンの借入日はお客さまにご選択いただきます。契約日から契約日の属する月の翌々月の最終営業日までの期間における当行営業日をご選択

ください。 

●当行のパワースマート住宅ローンを既にご利用中のお客さまにつきましては、当行でお借り換えをすることはできません。 

●当初固定金利タイプについては、当行住宅ローンの提携先企業・団体にお勤めの従業員・職員等のお客さまに金利の優遇等がある場合がございます。

詳しくは新生パワーコールまでお問い合わせください。 

●住宅ローンのご融資には当行所定の審査がございます。ご希望にそえない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 ※2014 年10月現在 

 

本プログラムの他に、他の店舗やインターネット等で独自のキャンペーンを行っている場合があります。より有利な条件での参加が可能な場合や、有利な景品

等が提供される場合があります。詳しくは、新生銀行ウェブサイトをご覧いただくか、新生パワーコールまたは店頭スタッフへお尋ねください。 

 
パワースマート住宅ローン安心パックの主な商品概要 

1．パワースマート住宅ローン安心パックの概要 

・「パワースマート住宅ローン安心パック」とは、「パワースマート住宅ローン」に、「元金据置サービス」および「団体信用介護保障保険」を付帯した商品です。 

 

2．お選びいただける金利タイプ・サービスについて 

・お選びいただける金利タイプは、「変動金利（半年型）タイプ」、「当初固定金利タイプ」または「長期固定金利タイプ」に限られます。 

・生活貸越サービス（通称「パワーポケットサービス」）および半年毎増額返済（ボーナス返済）を設定することはできません。 

 

3．元金据置サービス（通称「コントロール返済」）について 

（１）概要 

・コントロール返済は、お客さまが一部繰上返済（スマート返済、金額指定繰上返済）を行い返済期間が短縮された場合に、短縮された返済期間の範囲

内で元金返済を据え置き、月々の支払いを利息支払いのみにすることができるサービスです。 

・コントロール返済は、本サービスお申込時点の返済期間が借入時より短縮されている限り、何度でもご利用になれます。 

・コントロール返済の手数料は無料です。 

（３）ご利用方法 

・コントロール返済の申込は、「新生パワーコール」（住宅ローン専用）にて受け付けます。 

・コントロール返済をお申込される際は、本サービスをご利用希望の約定返済日（利用開始日）の前月末日※までに、「新生パワーコール」（住宅ローン専

用）へご本人さまよりご連絡ください。※受付時間は、9 時から 19 時。平日・土日・祝日も受付（年末年始の休業日を除きます）。 

・お申込受付後、次回金利変更月までの返済予定表を発送いたしますので、元金据置期間および元金据置期間中の利息支払金額、新たな最終返済

期日等をご確認ください。元金据置期間中の利息支払金額や新たな最終返済期日はインターネットバンキング「新生パワーダイレクト」でもご確認いただけ

ます。 

・元金据置期間が終了すると、次回約定返済日より元利金の返済が再開されます。 

（４）ご利用にあたっての注意事項 

・住宅ローンの一部または全部の履行を遅延している場合は、ご利用になれません。 

・一部繰上返済を行っていても、本サービスお申込時点の返済期間が、借入時より短縮されていない場合はご利用になれません。 

・元金据置期間は次回の利率変更日を超えてご指定できません。適用利率の変更後、引き続きコントロール返済のご利用を希望される場合には、再度お

申込みいただく必要があります。 

・コントロール返済のご利用中、スマート返済をご利用になれません。コントロール返済のお申込時にスマート返済機能を停止させていただきます。 
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・コントロール返済のご利用中、金額指定繰上返済サービスをご利用になりませんようお願いいたします。元金据置期間中、金額指定繰上返済サービスに

よって繰上返済が行なわれた場合には、繰上返済の処理がなされた時点でご利用中のコントロール返済は終了し、次回約定返済日より元利金の返済が

再開されますのでご注意ください。 

・元金据置期間が終了しても、元金据置期間終了のお知らせ等の通知や元利金返済の再開後の返済予定表は送付されませんのでご注意ください。 

・コントロール返済をご利用になることで、元金据置期間中の支払額を減らすことができますが、元金据置期間中は元本残高は減少しません。お申込時点

の最終返済期日が元金据置期間分だけ延長されますので、コントロール返済のご利用前よりも利息支払額が増え、総支払額は増加しますのでご注意くだ

さい。 

・ミックス・ローンサービスをご利用いただく場合、お申込可能な元金据置期間は、それぞれのローンに対して一部繰上返済を行い短縮された返済期間内と

なります。2 本のローンの短縮された返済期間を合算して、1 本のローンの元金据置期間として利用することはできませんのでご注意ください。 

・リフォーム資金をお借入れの場合、お申込可能な元金据置期間は、住宅購入（又は住宅ローン借換）分とリフォーム資金分のお借入それぞれにつき一部

繰上返済を行った結果短縮された返済期間内となります。住宅購入（又は住宅ローン借換）分とリフォーム資金分のお借入の短縮された返済期間を合算

して、いずれか一方のお借入の元金据置期間として利用することはできませんのでご注意ください。  

 

4．団体信用介護保障保険（通称「安心保障付団信」）について 

（１）概要 

・安心保障付団信は、被保険者となるお借入人さまが所定の要介護状態になった場合に、保険会社より保険契約者である当行に住宅ローン残高相当

額の保険金が支払われ、当該保険金を住宅ローンの弁済に充当するものです。 

・所定の要介護状態とは、①または②に該当した状態をいいます。 

   ①公的介護保険制度の要介護 3 以上に該当していると認定されたとき 

   ②次のいずれかに該当し、その状態が 180 日継続していると医師によって診断確定されたとき 

・「歩行」、「衣服の着脱」、「入浴」、「食物の摂取」および「排泄」の 5 項目のうち 1 項目が全部介助に該当し、かつ、他の 1 項目が全部介助または一部

介助の状態に該当したとき 

・上記 5 項目のうち 3 項目が一部介助の状態に該当したとき 

・器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたとき 

（２）ご注意事項 

・借入金額が 5,000 万円超となるお客さまには、審査時に保険会社所定の健康診断結果証明書をご提出いただきます。 

・安心保障付団信は住宅ローン残高を対象とします。また、安心保障付団信の対象となる住宅ローン残高の上限は、1 億円となります。お客さまが当行か

ら複数の住宅ローンをお借入の場合でも、合計で 1 億円となります。 

・団体信用生命保険の保険金が支払われた場合には、お客さまの安心保障付団信による保障は終了します。 

・団体信用介護保障保険の保険金が支払われた場合には、お客さまの団体信用生命保険による保障は終了します。 

 

5．手数料等について 

・事務取扱手数料として、融資実行時に、パワースマート住宅ローンの事務取扱手数料と合わせて、108,000 円（消費税込み）をお支払いただきます。 

・利率変更日を適用開始日として固定金利をご選択いただく場合には、その都度、手数料 5,400 円（消費税込み）がかかります。 

・定例で発行されるものを除き、証明書等の発行には当行所定の手数料がかかります。詳細は当行ホームページ（www.shinseibank.com）にてご確認くださ

い。 

・債務の返済が遅延した場合には、年 14％（1 年 365 日の日割計算）の割合による遅延損害金をお支払いただきます。 

 

6．注意事項 

・本書に記載の手数料等は、2014 年 10 月 1 日現在のものです。将来、見直され変更となる場合もありますので、ご了承ください。 

・本書に記載の各事項は、2014 年 10 月 1 日現在における『パワースマート住宅ローン安心パック』にかかる当行の取扱いを記載したものであり、当行は、こ

れらの事項を将来にわたって本書記載のとおりに維持する義務を負うものではありません。当行は、お客さまとの契約に記載された事項については当該契約

にしたがって、また、その他の事項については当行所定の方法により、変更することができます。 

・本書に記載の時間は、別段の指定がない限り、いずれも日本時間を指します。 

・サービスの内容またはサービス提供業者は、将来、追加・変更される場合があります。 

 

 

パワースマート住宅ローン安心パック W（ダブル）の主な商品概要 

1．パワースマート住宅ローン安心パックW（ダブル）の概要 

・『パワースマート住宅ローン安心パック W（ダブル）』とは、パワースマート住宅ローンに、「団体信用介護保障保険」および「元金据置サービス」を付帯し、さら

に当行所定の業者が提供する「病児保育サービス」および「家事代行サービス・ハウスクリーニングサービス」を受けることができるクーポンを付帯した地域限定

商品です。 

パワースマート住宅ローンの商品内容につきましては、パワースマート住宅ローン商品説明書およびパワースマート住宅ローン補足商品説明書をご参照くださ

い。 

 

2．お申込みいただける方 

パワースマート住宅ローンのお申込み条件を満たす方で、かつ、以下の条件を満たされるお客さまに限り、お申込いただけます。 

・団体信用介護保障保険への加入資格を有すること。 

・借入金額1,500万円以上、かつ借入期間25年以上 

・病児保育サービスまたは家事代行サービス・ハウスクリーニングサービスをご利用可能な地域にお住まいのお客さま（各サービスをご利用いただける地域

の詳細は、当行ホームページ掲載のサービス提供業者のご案内ページにてご確認いただけます。） 

 

なお、パワースマート住宅ローン安心パックＷ（ダブル）をご契約いただくお客さまは、原則として、「10年間特約つき変動金利タイプ」をお選びいただけませ

ん。また、生活貸越サービス（通称「パワーポケットサービス」）または半年毎増額返済（ボーナス返済）を設定することはできませんので、ご注意ください。 
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3.団体信用介護保障保険（通称「安心保障付団信」） 

・安心保障付団信は、被保険者となるお客さまが所定の要介護状態になった場合に、保険会社より保険契約者である当行に住宅ローン残高相当額の

保険金が支払われ、当該保険金を住宅ローンの弁済に充当するものです。なお、安心保障付団信の保険料は当行が負担します。 

・安心保障付団信の加入申込には保険会社所定の審査があり、ご加入いただけない場合がございます。 

・申込金額が 5,000 万円超の場合は、審査時に保険会社所定の健康診断結果証明書をご提出いただきます。 

 

4.元金据置サービス（通称「コントロール返済」 

・コントロール返済は、一部繰上返済を行ったことにより返済期間が当初の予定より短縮した場合、短縮した返済期間の範囲内で元本返済を据え置き、

月々の支払いを利息支払いのみにすることができるサービスです。サービスの詳細は、「お客様ご説明資料（パワースマート住宅ローン安心パックＷ（ダブル）

補足特約説明書）」 にてご確認いただけます。 

 

5.病児保育サービスおよび家事代行サービス・ハウスクリーニングサービス 

（１）病児保育サービス 

・病児保育サービスとは、お客さまのお子さまが急に発熱した場合や軽い病気になった時に、専門の保育スタッフがお子さまをお預かりするサービスです。 

・ご利用に先立って、お子さまの健康状態等について、病児保育サービス提供業者所定の入会審査を経て、病児保育サービス提供業者の会員になる必

要があります。入会審査の結果、病児保育サービスをご利用いただけない場合がありますので、事前に病児保育サービス提供業者に入会条件等をご確認

ください。 

・当日朝の時点で、待機している保育スタッフがいる場合のみの対応となります（ベストエフォート対応）。 

・サービス内容の詳細は、当行ホームページ掲載の病児保育サービス提供業者のご案内ページにてご確認ください。 

（２）家事代行サービス・ハウスクリーニングサービス 

・家事代行サービスとは、お忙しい時などに、掃除だけでなく料理や買い物等の日常的な家事を請け負うサービスです。 

・ハウスクリーニングサービスとは、プロの清掃スタッフが専用洗剤や機材を用いて清掃、掃除を請け負うサービスです。 

・サービス内容の詳細は、当行ホームページ掲載の家事代行サービス・ハウスクリーニングサービス提供業者のご案内ページにてご確認ください。 

（３）サービスご利用方法 

住宅ローン実行月の翌月末までに、病児保育サービスおよび家事代行サービス・ハウスクリーニングサービスの両サービスで利用可能なクーポンを交付いたし

ます（交付するクーポンの枚数はご融資額に応じた所定の枚数となります）。サービスご利用時にそれぞれのサービスに応じた所定の枚数をサービス提供業者

のスタッフへ提示または交付することでサービスを受けることができます。 

（４）サービスのご利用にあたっての注意事項 

・病児保育サービスおよび家事代行サービス・ハウスクリーニングサービスをご利用いただけるのは、住宅ローン実行後 10 年間となります。 

・一部または全部の繰上返済等により、お借入日から10年以内（120回目の約定返済日まで）に住宅ローンが完済となった場合は（約定返済により完済に

至った場合を含みます）、クーポンは失効し、それ以降、病児保育サービスおよび家事代行サービス・ハウスクリーニングサービスをご利用いただくことはできませ

ん。 

・住宅ローンのご返済を延滞した場合、病児保育サービスおよび家事代行サービス・ハウスクリーニングサービスのご利用を停止させていただきます。 

・サービス提供業者の交通費等のお客さま負担については、各サービス提供業者により取扱いが異なりますので、サービス提供業者のご案内ページにてご確

認ください。 

・サービスをご利用いただける地域は、将来見直され変更になる場合もありますのでご了承ください。 

・病児保育サービスおよび家事代行サービス・ハウスクリーニングサービスは、当行所定の提供業者のサービスをご利用いただきます。サービス提供業者は将

来追加・変更になる場合もありますので、ご了承ください。 

 

6.手数料等 

・事務取扱手数料として、ご融資実行時に、パワースマート住宅ローンの事務取扱手数料と合わせて、162,000 円（消費税込み）をお支払いいただきます。 

・住宅ローンにつき、一部又は全部の繰上返済により、借入日から 5 年以内（60 回目の約定返済日まで）に完済となった場合は（約定返済により完済に至

った場合を含みます。）、完済時に繰上返済手数料として 162,000 円（消費税込み）がかかります。 

・利率変更日を適用開始日として固定金利をご選択いただく場合には、その都度、手数料 5,400 円（消費税込み）がかかります。 

・定例で発行されるものを除き、証明書等の発行には当行所定の手数料がかかります。詳細は当行ホームページ（www.shinseibank.com）にてご確認くださ

い。 

・債務の返済が遅延した場合には、年 14％（1 年 365 日の日割計算）の割合による遅延損害金をお支払いただきます。 

 

7.注意事項 

・各手数料は 2014 年 10 月 1 日現在のものです。将来見直され変更になる場合もありますので、ご了承ください。 

・詳細は、当行ホームページ（www.shinseibank.com ）および「お客様ご説明資料（パワースマート住宅ローン安心パック W（ダブル）補足特約説明書）」 に

てご確認いただけます。 

 

ご不明な点等ございましたら、新生パワーコール（住宅ローン専用）【TEL 0120-456-515＜9時～ 19時/平日・土日・祝日も受け付けております（年末年

始の休業日を除く）＞】までご照会ください。 
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http://www.shinseibank.com/


（別添2） 

新生アプラスゴールドカード・新生アプラスカード商品概要 

 
株式会社 新生銀行／登録金融機関：関東財務局長（登金）第１０号／加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会 

＜この件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞ 
新生銀行 IR・広報部 高橋、江口 ＴＥＬ：０３－６８８０－８３０３ ＦＡＸ：０３－４５６０－１７０６ 
 
※ 当資料は、報道資料として新生銀行が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料では
ありません。また、勧誘を目的に使用することはできません。商品の詳細については、商品説明書（契約
締結前交付書面）をご確認ください。 
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対象条件を満たされたお客さまにパワースマート住宅ローンの
事務取扱手数料を最大で2万円割引いたします。

新生アプラスゴールドカード会員さま限定

新生アプラスゴールドカード会員さまで、パワースマート住宅ローンをご契約かつお借り入れい
ただいた方のうち、安心パックW（ダブル）をご選択の方は2万円（税込）、安心パックをご選択
の方は1万円（税込）、それぞれ事務取扱手数料を割引いたします。

●パワースマート住宅ローンご契約時に、新生アプラスゴールドカードをご提示いただいた方。
    ※新たに新生アプラスゴールドカードをお申し込みいただく方も含みます。
●パワースマート住宅ローンをお借り入れいただいた方。

事務取扱手数料を     

                                 （税込） 引き！2万円
事務取扱手数料を     

                               (税込） 引き！1万円

安心パックW（ダブル）を
ご選択いただいた場合

安心パックを
ご選択いただいた場合

【新生アプラスゴールドカード会員さま限定 パワースマート住宅ローン 事務取扱手数料優遇プログラムに関してのご注意事項】●当行のパワースマート住宅ロー
ンを既にご利用中のお客さまにつきましては、当行でお借り換えをすることはできません。●安心パックW（ダブル）、安心パックをご利用いただく場合のみ、本プ
ログラムの適用となります。●新生ステップアッププログラムにおける住宅ローン事務取扱手数料の優遇と本プログラムは併用いただけません。●企業提携先優
遇等を受けるお客さまは、本プログラムをご利用いただけません。●不動産業者の提携ローンをご利用のお客さまは、本プログラムをご利用いただけません。●本
プログラムは予告なく中止または変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
【パワースマート住宅ローンについてご注意いただくポイント】●事務取扱手数料は契約ごとに、安心パックＷ（ダブル）は16万2,000円（消費税込み）、安心パッ
クは10万8,000円（消費税込み）、いずれも申し込まない場合は5万4,000円（消費税込み）です。それ以外に登記費用、印紙代、司法書士報酬等の諸費用がか
かります。●店頭、新生パワーコール（住宅ローン専用電話0120ｰ456ｰ515／ 9時～19時／平日・土日・祝日も受け付けております〈年末年始の休業日を除く〉）、
新生銀行ウェブサイトにて商品説明書をご用意しています。●新生銀行ウェブサイトまたは新生パワーコールにてお借入金額や期限に応じた毎月の返済額を試算
できます。●10年間特約つき変動金利タイプ、長期固定金利タイプは金利情勢等により、やむを得ずお取り扱いを中止する場合もございます。●ご融資の対象物
件となる土地、建物に第一順位の普通抵当権または根抵当権を設定登記させていただきます。●お借り入れ時に適用される金利は原則として毎月見直しを行いま
すが、金利動向によっては月中でも当初お借入金利の見直しを行うことがあります（ただし、変動金利（毎日変動型）タイプの金利は原則として毎日見直しを行いま
す）。住宅ローンのご契約にあたっては、お客さまの借入金に適用される具体的な適用利率を必ずご確認ください。●変動金利（半年型）タイプは、当初借入期間
以降は、半年毎に当行所定の基準金利が適用されます。●変動金利（半年型）、10年間特約つき変動金利（変動金利（毎日変動型））、当初固定金利タイプを利用
されている方は、金利変更時に当初固定金利タイプをご選択いただくことも可能です。ご選択にあたっては、手数料5,400円（消費税込み）がかかります。●変動
金利（半年型）および当初固定金利タイプは当初借入期間終了後、お客さまからのお申し出がない限り、変動金利（半年型）の当行所定の基準金利が適用されま
す。●住宅ローンの借入日はお客さまにご選択いただきます。契約日から契約日の属する月の翌 月々の最終営業日までの期間における当行営業日をご選択くださ
い。●当行のパワースマート住宅ローンを既にご利用中のお客さまにつきましては、当行でお借り換えをすることはできません。●当初固定金利タイプについては、
当行住宅ローンの提携先企業・団体にお勤めの従業員・職員等のお客さまに金利の優遇等がある場合がございます。詳しくは新生パワーコールまでお問い合わ
せください。●住宅ローンのご融資には当行所定の審査がございます。ご希望にそえない場合もございますので、あらかじめご了承ください。   ※2014年10月現在

パワースマート住宅ローン
事務取扱手数料優遇プログラム
パワースマート住宅ローン
事務取扱手数料優遇プログラム

（お問合せ番号：5012）

プログラムの詳細・住宅ローンに関するお問い合わせ

株式会社 新生銀行／登録金融機関：関東財務局長（登金）第１０号／加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

www.shinseibank.com
0120-456-515

1408108

新生銀行ウェブサイト新生パワーコール（住宅ローン専用）

9時～19時/平日・土日・祝日＊年末年始の休業日を除く
※携帯電話からもご利用いただけます。

特  典

対象となるお客さま

本プログラムの他に、他の店舗やインターネット等で独自のキャンペーンを行っている場合があります。より有利な条件での参加が可能な場合や、有
利な景品等が提供される場合があります。詳しくは、新生銀行ウェブサイトをご覧いただくか、新生パワーコールまたは店頭スタッフへお尋ねください。



新生銀行の
パワースマート住宅ローンご利用期間中、

新生アプラスゴールドカードの

2倍！ずっと
（還元率1.0％）

詳しくは裏面をご覧ください

基本ポイントが、

※左記は交換賞品の
　一例です。
※左記は交換賞品の
　一例です。

ポイントは、「マイル」や「ギフトカード」など9コース全170品目以上からお好きなアイテムと交換いただけます。
ギフトカード
コース

ポイント移行
コース

特別ポイントプログラム
新生アプラスゴールドカード
新生銀行のパワースマート住宅ローンご契約者様限定
2014年11月14日（金）以降

❶2014年11月14日（金）以降に新生銀行のパワースマート住宅ローンをご契約いただきご利用中の方。
❷「新生アプラスゴールドカード」会員の方。
❸「新生アプラスゴールドカード」のご利用代金のお引落とし口座にご本人様名義の新生総合口座パワーフレックスをご指定
いただいている方。

❹新生銀行に対して、本プログラムでのポイント付与のため、お客さまが住宅ローンをご利用中かどうかの情報を株式会社
アプラスへ提供することにご同意いただいた方。

対象の
お客さま

以下の❶～❹すべての条件を満たしたお客さまが対象となります。



※0570（ナビダイヤル）は有料です。 ※国際電話、IP電話をご利用の場合は、03-6739-1504 または 06-6368-7254 におかけください。
※お電話の際は、もう一度番号を確認し、おかけ間違いのないようにご注意ください。

株式会社アプラス ホームページ http://www.aplus.co.jp0570-064595 受付時間／9：30～17：30（日祝休）
お問合せ

1対象のお客さま
　以下の①～④のすべての条件を満たしたお客さまが対象となります。
　①2014年11月14日（金）以降に新生銀行のパワースマート住宅ローンをご契約いただきご利用中の方。　
　②「新生アプラスゴールドカード」会員の方。
　③「新生アプラスゴールドカード」のご利用代金のお引落とし口座にご本人様名義の新生総合口座パワーフレックスをご指定いただいている方。
　④新生銀行に対して、本プログラムでのポイント付与のため、お客さまが住宅ローンをご利用中かどうかの情報を株式会社アプラスへ提供する
ことにご同意いただいた方。

2特別ポイントについて
・本プログラムは、新生アプラスゴールドカードのカードショッピングご利用分に対して付与されます。
・対象期間は、前項の①～④すべての条件が揃った月の翌々月のカードご請求分から、住宅ローン完済月の翌月のカードご請求分までとなります。
  例）前項の①～④すべての条件が2014年11月に揃った場合、ポイント付与は、2015年1月のカードご請求分から開始となります。
  　 新生銀行の住宅ローンを2024年 7月に完済した場合、ポイント付与は、2024年８月のカードご請求分までとなります。
・特別ポイントは、対象期間月のカードショッピングご利用金額合計の1,000円につき 1ポイント（5円相当）が付与されます。
・特別ポイントは、カードご請求月の翌月に付与されます。「ご利用明細書」または、NET station* APLUSのポイント明細「特別」欄にてご確認いただけます。
・「家族カード」のカードショッピングご利用金額も本プログラムの対象となります。
・特別ポイントプログラムのポイント付与時点で有効なカードをお持ちでない場合、ポイントは付与されません。
・本プログラムは、当社公式サイトで予告のうえ、終了となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

新生アプラスゴールドカード特別ポイントプログラムについて

642-0466 1409 0,000 VB

新生アプラスゴールドカードポイントプログラム概要
基本ポイント
・1,000円（税込）以上のカードショッピングご利用明細につき、1,000円ごとに1ポイント（5円相当）が付与されます。
年間ご利用ポイント
・年間（4月～翌3月）のご利用金額に応じて付与されるポイントです。ご利用金額に応じて2段階でポイント還元率が高くなります。
ポイントの交換
1ポイントは5円相当分として、「アプラスとっておきプレゼント」賞品やギフトカード等に交換できます。

今回ご紹介した特別ポイントプログラムが
適用となったお客さまに付与されるポイントのイメージ

・特別ポイントの対象となる
お客さまは、基本ポイントが
2倍になります。
・年間ご利用額の合計金額に
応じて付与される年間ご利用
ポイントは2倍対象外です。
・基本ポイントはカードご請
求月に付与されます。特別
ポイントは基本ポイントの
翌月に付与されます。

新生アプラスゴールドカードを
ご利用のお客さまに付与される
ポイントのイメージ

0.5%
0.5%

0.5%

0.25%

0.5%0.5%

0.5%
0.5%

0.5%基本

25 万円未満
50万円未満

50万円以上

合計 0.75%

合計1.0%

ポイント

年間
ご利用金額 25万円以上

最大

1.0％
のポイント

還元率

年間ご利用ポイント

新生アプラスゴールドカードのお引落とし口座を新生総合口座パワーフレックスにご指定いただく方法
 各種お手続き
新たに新生アプラスゴールドカードにご入会いただくお客さま
　カードのお申込み時に、お引落とし口座を新生総合口座パワーフレックスにご指定ください。
新生アプラスゴールドカードをお持ちのお客さま
・インターネットからのお手続き・書類のご請求方法
　カード会員様向けサービス「NETstation*APLUS」へログインのうえ、「各種変更・登録申請」→「お客さま情報変更」→「ご返済口座の変更」をクリック。
口座振替依頼書を郵送させていただきますので、必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送をお願いいたします。

・お電話でのお手続き・書類のご請求方法
　アプラス（0570-064595）までお電話のうえ、お引落とし口座変更の旨をお申し出ください。口座振替依頼書を郵送させていただきますので、必要事項
をご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送をお願いいたします。

年間ご利用ポイント 特別ポイント基本ポイント年間ご利用ポイント 基本ポイント

最大

1.5％

1.0％

の
ポイント
還元率

25 万円未満
50万円未満

50万円以上

合計 1.25%

合計 1.0%

合計1.5%
年間ご利用ポイント

特別

基本
ポイント

ポイント

年間
ご利用金額 25万円以上

0.25%

0.5%

0.5%
0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

※2014年11月14日（金）以降の新生銀行パワースマート住宅ローンご契約者様であることが前提です。

3,000円分相当1,000円
ごとに

1
ポイント

ポイント

600
ポイント

例えば


